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(4) 科研費の適正な使用  

科研費は、国民の貴重な税金等でまかなわれています。科研費の交付を受ける者には、法
令及び使用ルール（補助条件）に従い、これを適正に使用する義務が課せられています。こ
のため、交付申請時には、科研費の不正な使用等を行わないことを確認します。 

        また、「学術図書」「データベース（研究成果データベース）」において、応募者が研究
機関（科学研究費補助金取扱規程（昭和４０年３月３０日文部省告示第１１０号）第２条に
規定される研究機関（３３頁参照）。以下同じ。）に所属する場合、また、「研究成果公開
発表（Ｂ）」において、応募者が地方公共団体の設置する研究所その他の機関又は一般社団
法人若しくは一般財団法人のうち、学術研究を行うものとして別に定めるところにより文部
科学大臣が指定するもの（３３頁参照）に所属する場合には、科研費の適正な使用に資する
観点から、科研費の管理は、応募者が所属する研究機関が行うこととしており、各研究機関
が行うべき事務（機関使用ルール）を定めています。この中で、研究機関には、経費管理・
監査体制を整備し、物品費の支出については納品検査を適正に実施するなど、科研費の適正
な使用を確保する義務が課せられています。いわゆる「預け金」を防止するためには、適正
な物品の納品検収に加えて、取引業者に対するルールの周知、「預け金」防止に対する取引
業者の理解・協力を得ることが重要です。「預け金」に関与した取引業者に対しては、取引
を停止するなどの厳格な対応を徹底することが必要です。 

    応募者及び研究機関においては、採択後にこれらのルールが適用されることを十分御理解
の上、応募してください。 

 

(5) 科研費の使用に当たっての留意点  
科研費（補助金分）は、応募に当たって事業期間を通じた一連の計画を作成し提出してい

ただきますが、採択後の事業課題は、当該期間における各年度の補助事業として取り扱いま
すので、例えば、補助事業の年度と異なる年度の経費の支払いに対して補助金を使用するこ
とはできません。 

また、当該年度の補助事業が、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づ
き、年度内に完了しない見込みとなった場合には、日本学術振興会を通じて文部科学大臣が
財務大臣へ繰越承認要求を行い、財務大臣の承認を得た上で、当該経費を翌年度に繰り越し
て使用することができます。 

 

(6) 関係法令等に違反した場合の取り扱い 

応募書類に記載した内容が虚偽であったり、関係法令・指針等に違反し、補助事業を実施
した場合には、科研費の交付をしないことや、科研費の交付を取り消すことがあります。 

 

(7) 不正使用、不正受給又は不正行為への対応  

科研費に関する不正な使用、不正な受給又は不正行為を行った応募者等については、一定
期間、科研費を交付しないこととしています。（詳細については、「（参考２）科学研究費
補助金取扱規程」（３５頁）、「（参考３）独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事
業（科学研究費補助金）取扱要領」（４２頁）を参照してください。）また、不正な使用、
不正な受給又は不正行為が認められた事業課題については、当該科研費の全部又は一部の返
還を求めることがあります。なお、これらに該当する応募者については、当該不正な使用、
不正な受給又は不正行為の概要（研究機関等における調査結果の概要、関与した者の氏名、
制度名、所属機関、事業課題、予算額、事業年度、不正の内容、講じられた措置の内容等）
を原則公表することとします。 
また、科研費以外の競争的資金（他府省所管分を含む。）で不正な使用、不正な受給又は

不正行為を行い、一定期間、当該資金の交付対象から除外される応募者についても、当該一
定期間、科研費を交付しないこととしています。 
さらに、他府省を含む他の競争的資金担当課（独立行政法人等である配分機関を含む。）

に当該不正事案の概要を提供することにより、他の競争的資金への応募についても制限され
る場合があります。 
なお、これらに該当する応募者については、他府省を含む他の競争的資金担当課（独立行

政法人等である配分機関を含む。）に当該不正な使用、不正な受給又は不正行為の概要（研
究機関等における調査結果の概要、関与した者の氏名、所属機関、研究課題、予算額、研究
年度、不正の内容、講じられた措置の内容等）を提供することにより、他の競争的資金への
応募についても制限される場合があります。 
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